
京 都 大 学 環 境 安 全 保 健 委 員 会 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

 

京都大学環境安全保健委員会規程 

（平成１６年達示第６７号） 

 
（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 
(1) 人事担当の理事、学生担当の理事及び環境担

当の理事 
(2) 環境安全保健機構長（以下「機構長」という。） 
(3) 環境安全保健機構副機構長 
(4) 研究科長 若干名 
(5) 研究所長 若干名 
(6) 医学部附属病院長 
(7) 環境安全保健機構各部門長 
(8) 学務部長、人事部長及び施設部長 
(9) その他機構長が必要と認める者 若干名 

２・３  （略） 
（後 略） 

 
 
 
 

国立大学法人京都大学招へい研究員就業規

則 

（平成１６年達示第７５号） 

 
（前 略） 
（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則

の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事が

定める。 
 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学教職員のクロスアポ

イントメントの実施に関する規程 

 
 
 
 
 
第３条  （同 左） 
 

(1) 人事戦略担当の理事、学生担当の理事及び環

境担当の理事 
(2)  
(3)  
(4)  
(5)  
(6)  
(7)  
(8)  
(9)  

２・３ 
 

附 則（令和８年達示第５３号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（雑則） 

第７条 この規則に定めるもののほか、この規則

の実施に関し必要な事項は、労務担当の理事が

定める。 
附 則（令和８年達示第５３号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（平成２６年達示第５５号） 

 
（前 略） 
（クロスアポイントメントの承認） 

第５条  （略） 
２ 対象教職員は、前項の承認を受けようとする

ときは、クロスアポイントメントを実施する初

日の２月前までに所定の申請書を対象教員にあ

っては、所属する学系又は全学教員部の長（全

学教員部にあっては当該クロスアポイントメン

トを実施する教員が所属する全学機能組織を担

当する理事）（以下「学系等の長」という。）

に、対象特定教員及び対象特定職員にあっては、

所属する部局（各研究科、各附置研究所、医学

部附属病院及び各センター等（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第

１号。以下この項において「組織規程」という。）

第３章第７節及び第８節並びに第８節の３から

第１１節までに定める施設等をいい、組織規程

第５６条第１項の部局事務部等を含む。）並び

に組織規程第５７条第１項の監査室）の長（以

下「部局の長」という。）に提出しなければな

らない。 
３・４  （略） 

（中 略） 
（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、この規

程の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事

が別に定める。 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程 

（平成２６年達示第５６号） 

 
（前 略） 
（雑則） 

 
 
（クロスアポイントメントの承認） 

第５条  （同 左） 
２ 対象教職員は、前項の承認を受けようとする

ときは、クロスアポイントメントを実施する初

日の２月前までに所定の申請書を対象教員にあ

っては、所属する学系又は全学教員部の長（全

学教員部にあっては当該クロスアポイントメン

トを実施する教員が所属する全学機能組織を担

当する理事）（以下「学系等の長」という。）

に、対象特定教員及び対象特定職員にあっては、

所属する部局（各研究科、各附置研究所、医学

部附属病院及び各センター等（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第

１号。以下この項において「組織規程」という。）

第３章第７節から第１１節までに定める施設等

をいい、組織規程第５６条第１項の部局事務部

等を含む。）並びに組織規程第５７条第１項の

監査室）の長（以下「部局の長」という。）に

提出しなければならない。 
 
３・４  （同 左） 

 
（雑則） 

第１７条 この規程に定めるもののほか、この規

程の実施に関し必要な事項は、労務担当の理事

が別に定める。 
 

附 則（令和８年達示第５３号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか、この規程



 
 

改    正    前 改    正    後 
第９条 この規程に定めるもののほか、この規程

の実施に関し必要な事項は人事担当の理事が定

める。 
 
 
 
 

京都大学教員表彰規程 

（平成２４年達示第６３号） 

 
（前 略） 
（候補者の推薦） 

第３条 理事及び部局（各研究科、各附置研究所、

附属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び第

８節並びに第８節の３から第１１節までに定め

る施設等をいう。）をいう。以下同じ。）の長

は、前条各号の一に該当すると認められる教員

を総長に推薦することができる。 
（選考） 

第４条 京都大学孜孜賞の選考を行うため、本学

に教員表彰選考委員会（以下「委員会」という。）

を置く。 
２ （略） 
３ 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。 

(1) 総長 
(2) 人事担当の理事 
(3) 総長が指名する理事 
(4) その他総長が必要と認める者 若干名 

４ 前項第４号の委員は、総長が委嘱する。 
第５条 委員会に委員長を置き、総長をもって充

てる。 
２ （略） 
３ 委員長に事故があるときは、人事担当の理事

がその職務を代行する。 
（中 略） 
（雑則） 

の実施に関し必要な事項は労務担当の理事が定

める。 
 

附 則（令和８年達示第５３号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
（候補者の推薦） 

第３条 理事及び部局（各研究科、各附置研究所、

附属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から第

１１節までに定める施設等をいう。）をいう。

以下同じ。）の長は、前条各号の一に該当する

と認められる教員を総長に推薦することができ

る。 
（選考） 

第４条  
 
 
２  
３  

(1)  
(2) 労務担当の理事 
(3)  
(4)  

４ 
第５条  
 
２  
３ 委員長に事故があるときは、労務担当の理事

がその職務を代行する。 
 
（雑則） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
第１１条 この規程に定めるもののほか、教員の

表彰に関し必要な事項は、人事担当の理事が定

める。 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学教職員の在宅勤務に

関する規程 

（令和３年達示第６１号） 

 
（前 略） 
（雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、この規

程の実施に関し必要な事項は、人事担当の理事

が定める。 
 
 
 
 

京都大学自家用電気工作物保安規程 

（昭和４６年達示第１８号） 

 
（前 略） 
（部局における管理） 

第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研

究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関する

規程（平成１６年達示第１号。以下「組織規程」

という。）第３章第７節及び第８節並びに第８

節の３から第１１節まで（第４７条第１項に定

める組織のうち図書館機構を除く。）に定める

施設等をいう。）をいい、組織規程第５６条第

１項の部局事務部等を含む。）及び事務本部（組

織規程第５７条第１項の監査室を含む。）をい

う。以下同じ。）における電気工作物の保安に

関しては、当該部局の長（事務本部にあつては、

総務担当の理事。以下同じ。）が管理するもの

第１１条 この規程に定めるもののほか、教員の

表彰に関し必要な事項は、労務担当の理事が定

める。 
附 則（令和８年達示第５３号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
（雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、この規

程の実施に関し必要な事項は、労務担当の理事

が定める。 
附 則（令和８年達示第５３号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
（部局における管理） 

第４条 部局（各研究科等（各研究科、各附置研

究所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関する

規程（平成１６年達示第１号。以下「組織規程」

という。）第３章第７節から第１１節まで（第

４７条の２の規定により定める組織のうち図書

館機構を除く。）に定める施設等をいう。）を

いい、組織規程第５６条第１項の部局事務部等

を含む。）、共通事務部及び監査室をいう。以

下同じ。）における電気工作物の保安に関して

は、当該部局の長が管理するものとする。 
 
 



 
 

改    正    前 改    正    後 
とする。 
（後 略） 

 

 
 

附 則（令和８年達示第５３号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 


